
～地区計画素案に意見を出しましょう～ （参考文例） 

＊項目ごとに重要なポイントだけに絞ってあります。 

＊書きたいところだけで結構です。そのまま書き写していただいても構いません。とにかくひと言を。 

＊オンラインフォームは３００字以内で(３)のみ６００字以内。オーバーすると送信できないので注意。 

＊氏名の記載は不要です。市外の方でもOK。一度送っても、期間内であれば追加の意見を送れます。 

 

Q2 

（1）地区計画区域、地区計画の目標について（P15、16）  

 

 

 ★P１６「地区計画の目標」には、「生物多様性に配慮した環境の保全」を含めてください。 

  また「代官山の樹林地を将来にわたって自然林のまま保全する」という内容も含めてください。 

 （理由：この地区は都市計画マスタープランで「水と緑を守り育てるゾーン」とされ、 

 「生物多様性に配慮した環境の保全」「代官山の樹林地の保全」が掲げられています。） 

   

 

 （2）各方針について（P17～22） 

 

  

  ★P１７ 「業務地区」という表現は水と緑を守り育てるゾーンにふさわしくないので「地区 A・B」

とすべき。 

  ★P１８ 緑地を分断し生態系を破壊するような「新たな区画道路」を地区計画で認めないでくだ

さい。また私企業が業務で利用する私有地内の道路を市で管理・補修すべきではありません。 

 ★P２０ ３０００本以上の樹木が伐採される(木くずの量と樹種から推計)計画を地区計画で容認

しないでください。立川基地跡地地区計画にあるように、緑化率の上乗せを定めるなどし、樹木

を守ってください。 

 ★P２１ 中神アパート地区計画にあるように、雨水の浸透や下水の整備など、水循環や地下水の

保全についても定めてください。 

 

 

 （3）地区施設の配置及び規模について（P23，24） 

 

  

 ★開発を前提にした新設道路は地区計画で認めないでください。緑の分断により希少動植物（オ

オタカやアナグマ、ホタル）が生きられなくなります。どうしても必要なら「生物多様性に配慮した

環境の保全」のため地下に造るよう求めてください。また、「市道」として移管・管理され市民の税

金が使われるのは納得できません。 

 ★P２３ 「環境緑地」はもっと広くとってください。周辺の地区計画と比べても狭すぎます。GLP

の物流施設がある流山市の地区計画では１５ｍの植栽帯を義務付けているところもあります。 

 



 

 （4）建築物等に関するルールについて 

 ③壁面の位置の制限 ④壁面後退区域における工作物の設置の制限について(Ｐ２７～２９) 

 

 

⑤・⑥建築物の高さの最高限度等(Ｐ３０，３１) 

 

 

★つつじヶ丘住宅北側の高さの制限は、33ｍ以下にするべきです。つつじが丘住宅より高い

45ｍの巨大倉庫の圧迫感は、「水と緑を守り育てるゾーン」には認められません。 

★玉川上水沿いは、最低でもＧＬＰ社の計画の最高高さ４０ｍ以下に定めてください。 

★代官山緑地周辺は日当たりを考慮してさらに厳しく高さを制限してください。 

 

  Q3 その他全体を通してご意見があればご記入ください。→自由にを書きましょう！ 

 

 

 ★１日 5800台の交通量増加による環境悪化（渋滞・交通事故・大気汚染・騒音・振動・光害・排熱）

から住民を守るためには、事業規模を縮小して交通量を縮小してもらうことが必要。 

  地区計画を利用して事業者と交渉し、【高さ制限】【壁面後退】をもっと厳しくしてください。 

 ★都市計画マスタープランに反する地区計画は中止して、住民意見を反映した地区計画に。 

 ★都議会「警察・消防委員会」で「通学時間帯の関係車両の抑制について事業者と協議していく」 

  との答弁がありました。協議の結論が出るまで、地区計画の策定を一旦停止してください。 

 ★説明会では、参加者の質疑応答の時間が不十分でした。十分な「対話」になるよう、開催場所や 

  回数を増やし、時間延長を認めてください。 

 ★説明会の日程は、地域の重要な行事と重ならないように、市民の身になって設定してください。 

 ★説明会では市長自ら出席して市民の声を聞いてください。 

 ★昨年９月市議会にて全会一致で採択された陳情の通り、市民が不利益を被ることのないよう、 

  市長が先頭に立って、真摯にGLP社と協議し、市民のためになる地区計画を策定してください。 

 

 

昭島巨大物流センターを考える会 

共同代表：大竹雄二・長谷川博之 showanomori.mamorou@gmail.com 

  

 ★壁面後退はもっと大きくとるよう義務付けてください。 

 ★既存の壁面には適用せず、新設する場合のみ壁面後退を求めるようにすれば規制は可能では。 

 ★4-2号壁面線は最低限ＧＬＰ社の計画(25ｍ)以上の後退を定めなければおかしい。 

 ★玉川上水沿いは、都の景観基本軸の定め通りに上水から１００ｍは建築物の高さが緑道の樹木 

の高さを超えないように壁面位置の制限を定めてください。 

  


